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一般財団法人 日工記念事業団 

 

〒６７４－８５８５ 

明石市大久保町江井島１０１３－1 

日工株式会社内 

 

℡ （０７８）９４７－５２６３ 



 

 

日工記念事業団は､学術優秀・品行方正・身体強健でありながら､教育上経済援

助を必要とする学生・生徒に対し､返還不要の奨学援助を行い､もって社会・文

化の発展に寄与することを目的としています｡ 

 

奨学生志望者は､このしおりをよく読んで早めに出願して下さい｡ 

 

 

1. 出願の資格 

 

本事業団が募集する大学及び工業高等専門学校に在学する学生・生徒で､学術優

秀・品行方正・身体強健でありながら教育上､経済援助が必要と認められる者で

あって､学校長の推薦する者のうちから選ばれる｡ 

※留学生も含みます｡ 

 

 

２．出願手続 

 

（1） 本事業団所定の様式により､願書を本事業団に提出する｡願書の作成にあ

たっては､本人と連帯保証人（通常は両親のいずれか一方､または３親等

以内の親族で独立の生計を営む者とする）が必要事項を記入し､学校長の

推薦を受けて本事業団に提出する｡ 

（2） 出願者は願書の他に推薦状､学資負担者の前年度所得証明書､在学証明書､

健康診断書並びに前年度の学業成績書を添えること｡ 

 

 

３．奨学生の採否決定および通知 

 

（1） 推薦学生について人物・学業成績・健康状態・家庭状況等各方面から総

合的に検討し、本事業団運営委員会の選考を経て理事長が採否を決定す

る｡ 

（2） 奨学生の採否が決定したときは､直ちに在学学校長を通じて本人に通知

する｡（７月中旬になります｡） 

 



 

 

４．奨学生の義務 

奨学生は学校卒業後､就職その他一切の特別な制限拘束を受けない｡但し、学校

在学中は､次の事項を守らなければならない｡ 

 

（1） 本事業団の趣旨に鑑みて奨学生の品格を保つよう努めること｡ 

（2） 毎学年末に学業成績表、就学状況報告書を提出すること｡ 

（3） 奨学金を就学目的以外に使用しないこと｡ 

（4） 連帯保証人の変更および､奨学生または連帯保証人の住所の変更等､本事

業団に報告を要する事項は､速やかに届け出ること｡ 

 

 

５．募集予定人員 

   ２０２３年度  ２名     工業高等専門学校  １ 名 

                  大      学  １ 名 

 

６．募集締切日 

   ２０２３年 5 月 31 日  到着分まで 

 

７．給付月額と給付期間 

 

 ＜月額＞  工業高等専門学校    月額 ２０，０００円 

大      学    月額 ３０，０００円 

 

 ＜期間＞  ２０２３年４月より最短修業期間 

 

 

８．不明な点は奨学金給付規程を参照してください｡ 



 

 

 

    「 一 般 財 団 法 人 日 工 記 念 事 業 団 」 奨 学 金 及 び 研 究 助 成 金 規 程      

                                  

                                  

                                  

           第 一 章   総    則              

                                  

第 １ 条 （ 目  的 ）                           

                                  

  本 規 程 は 、 「 一 般 財 団 法 人 日 工 記 念 事 業 団 」 （ 以 下 「 本 事 業 団 」 と い  

  う ） 寄 附 行 為 第 ４ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 程 に 基 づ き 、 奨 学  

  金 及 び 研 究 助 成 金 の 給 付 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。          

                                  

                                  

           第 二 章   奨 学 生 の 募 集 選 考           

                                  

第 ２ 条 （ 定  義 ）                           

                                  

  本 規 程 に お い て 、 本 事 業 団 か ら 給 付 す る 学 資 金 を 奨 学 金 と い い 、 奨 学  

  金 の 給 付 を 受 け る 者 を 奨 学 生 と い う 。                

                                  

第 ３ 条 （ 給 付 年 度 ）                          

                                  

  奨 学 金 の 給 付 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 に 終 了 す る 。    

                                  

第 ４ 条 （ 募  集 ）                           

                                  

  募 集 は 、 前 年 度 ３ 月 末 日 迄 に 行 う も の と す る 。            

                                  

第 ５ 条 （ 奨 学 生 の 資 格 要 件 ）                      

                                  

  奨 学 生 に 応 募 す る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 資 格 要 件 を   

  満 た す 者 と す る 。                         

 （ １ ） 本 事 業 団 が 募 集 す る 大 学 及 び 工 業 高 等 専 門 学 校 に 在 学 す る 学 生 で  

    あ る こ と 。                          

 （ ２ ） 学 業 成 績 優 秀 で 教 育 上 経 済 援 助 を 必 要 と す る 者 。         

 （ ３ ） 本 事 業 団 の 趣 旨 に 沿 う 者 で あ る こ と 。              

                                  

第 ６ 条 （ 応 募 方 法 ）                          

                                  

  本 事 業 団 の 奨 学 金 の 給 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 所 定 の 申 請 書 に 次 の  

  各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 在 学 す る 学 校 の 学 長 又 は 校 長 を 経 て 申 請  

  し な け れ ば な ら な い 。                       

                                  

               ― １ ―                 



 

 

 

 

 

  （ １ ） 学 長 又 は 校 長 、 若 し く は 学 部 長 の 推 薦 状            

  （ ２ ） 所 定 の 奨 学 生 願 書                      

  （ ３ ） 成 績 証 明 書            

  （ ４ ） 健 康 診 断 書                         

  （ ５ ） 学 資 負 担 者 の 課 税 証 明 書                   

  （ ６ ） 在 学 証 明 書                         

  （ ７ ） そ の 他 本 事 業 団 が 必 要 と 認 め る 書 類              

  ２  応 募 期 間 は 、 募 集 か ら 当 年 度 ５ 月 ３ １ 日 迄 と す る 。        

                                  

第 ７ 条 （ 選  考 ）                           

                                  

  奨 学 生 は 、 第 ５ 条 に 定 め る 資 格 を 有 し 、 且 つ 前 条 に 定 め る 手 続 を 経 て  

  応 募 し た 者 に つ い て 、 理 事 及 び 評 議 員 で 構 成 す る 運 営 委 員 会 の 選 考 を  

経 て 、 理 事 長 が 決 定 す る 。  

                                  

  ２  奨 学 生 の 採 用 決 定 は 、 採 用 通 知 書 に よ り 、 在 学 す る 学 校 の 学 長 又  

    は 校 長 を 経 て 、 本 人 に 通 知 す る 。                

                                  

第 ８ 条 （ 誓 約 書 の 提 出 ）                        

                                  

  前 条 の 奨 学 生 採 用 決 定 通 知 書 を 受 理 し た 者 は 、 速 や か に 所 定 の 誓 約 書  

  を 本 事 業 団 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。               

                                  

第 ９ 条 （ 保 証 人 ）                           

                                  

  奨 学 生 は ３ 親 等 以 内 の 親 族 で 、 独 立 の 生 計 を 営 む も の の 中 か ら 、 保   

  証 人 １ 人 を 定 め な け れ ば な ら な い 。                 

                                  

  ２  前 項 の 保 証 人 は 、 奨 学 生 と 連 帯 し て 、 こ の 規 程 を 守 り 、 所 定 の   

    義 務 を 遂 行 し な け れ ば な ら な い 。                

                                  

  ３  奨 学 生 は 、 第 １ 項 の 保 証 人 が 欠 け た と き 又 は 本 会 が 不 適 当 で あ る  

    と 認 め た と き は 、 速 や か に 保 証 人 を 補 充 し 、 又 は 変 更 し な け れ ば  

    な ら な い 。                          

                                  

                                  

           第 三 章   奨 学 金 の 給 付               

                                  

第 1 0条 （ 奨 学 金 ）                           

                                  

  奨 学 金 は 、 大 学 生 月 額 ３ 万 円 、 工 業 高 等 専 門 学 校 生 月 額 ２ 万 円 と し 、  

  別 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 返 還 を 要 し な い 。              

                                  

               ― ２ ―                 



 

 

 

 

第 1 1条 （ 給 付 の 期 間 ）                          

                                  

  奨 学 金 の 給 付 期 間 は 、 奨 学 生 の 在 学 す る 学 校 の 正 規 の 最 短 修 業 期 間 と  

  し 、 大 学 生 ４ 年 間 、 工 業 高 等 専 門 学 校 生 ５ 年 間 を 限 度 と す る 。     

                                  

第 1 2条 （ 給  付 ）                            

                                  

  奨 学 金 の 給 付 は 、 本 事 業 団 の 指 示 す る 手 続 き に よ り 、 原 則 と し て 毎 月  

  直 接 奨 学 生 に 対 し 行 う 。                      

  ２  前 項 の 定 め に か か わ ら ず 給 付 決 定 後 、 最 初 の 給 付 は 、 ４ ～ ７ 月   

   の ４ ケ 月 分 を ７ 月 に 一 括 給 付 す る 。                 

  ３  第 １ 項 の 定 め に か か わ ら ず 理 事 長 が 適 当 と 認 め た と き は 、 前 項 の  

  時 期 以 外 の 時 期 に お い て も 数 ケ 月 分 を 一 括 給 付 す る こ と が あ る 。    

                                  

第 1 3条 （ 奨 学 金 受 領 書 の 提 出 ）                      

                                  

  奨 学 生 は 、 奨 学 金 を 受 領 し た と き は 、 そ の 都 度 直 ち に 所 定 の 奨 学 金 受  

  領 書 を 本 事 業 団 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。             

                                  

                                  

           第 四 章   諸    届              

                                  

第 1 4条 （ 学 業 の 成 果 報 告 ）                       

                                  

  奨 学 生 は 、 毎 学 年 末 、 学 業 の 成 績 に つ い て 、 学 校 の 証 す る 書 類 を 本 事  

  業 団 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。                  

                                  

第 1 5条 （ 就 学 状 況 等 の 報 告 ）                      

                                  

  奨 学 生 は 就 学 状 況 そ の 他 必 要 事 項 の 報 告 を 本 事 業 団 か ら 求 め ら れ た と  

  き は 、 速 や か に こ れ に 応 え な け れ ば な ら な い 。            

                                  

第 1 6条 （ 身 分 変 更 の 届 け 出 ）                      

                                  

  奨 学 生 は 次 の 各 号 に よ り 、 身 分 そ の 他 に 変 更 が あ っ た と き は 、 学 校 を  

  通 じ 、 直 ち に 本 事 業 団 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。          

  （ １ ） 本 人 及 び 保 証 人 の 氏 名 、 住 所 に 変 更 の あ っ た と き 。       

  （ ２ ） 保 証 人 を 変 更 し た と き 。                   

  （ ３ ） 休 学 、 転 部 及 び 退 学 等 学 籍 に 重 大 な 変 更 の あ っ た と き 。     

  ２  病 気 、 死 亡 等 に よ り 本 人 が 届 け 出 ら れ な い と き は 、 保 証 人 が 本 人  

  に 代 っ て 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。                 

                                  

                                  

 

               ― ３ ―                 

 

 



 

 

          

第 五 章   給 付 の 打 ち 切 り 返 還  

                                  

第 1 7条 （ 給 付 の 打 ち 切 り ）                        

                                  

  奨 学 生 が 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 奨 学 金 の 打 ち 切 り 、 又 は  

  停 止 を す る こ と が あ る 。                      

  （ １ ） 第 ５ 条 に 定 め る 資 格 要 件 を 欠 い た と 認 め ら れ る と き 。      

  （ ２ ） 転 部 、 停 学 、 退 学 の と き 。                  

  （ ３ ） 休 学 、 又 は 長 期 に わ た り 欠 席 し た と き 。            

  （ ４ ） 正 当 な 理 由 な く 、 本 規 程 に 定 め る 諸 手 続 き を 怠 っ た と き 。    

  （ ５ ） そ の 他 奨 学 生 と し て 、 不 適 当 と 認 め ら れ た と き 。        

                                  

第 1 8条 （ 奨 学 金 の 返 還 ）                         

                                  

  次 の 各 号 に 該 当 し た と き は 、 第 1 0条 の 定 め に も か か わ ら ず 、 既 に 給 付  

  し た 奨 学 金 の 一 部 又 は 全 部 の 返 還 を 求 め る こ と が あ る 。         

  （ １ ） 在 学 す る 学 校 の 学 則 に 基 づ き 、 停 学 、 退 学 処 分 を 受 け た と き 。  

  （ ２ ） 刑 事 事 件 を 犯 し た と き 。                   

  （ ３ ） 申 請 書 及 び 提 出 書 類 に 重 大 な 虚 偽 の 記 載 を 行 っ た と き 。     

                                  

第 1 9条 （ 給 付 の 辞 退 ）                          

                                  

  奨 学 生 は 、 い つ で も 奨 学 金 の 給 付 を 辞 退 す る こ と が で き る 。      

                                  

 

   第 六 章  研 究 助 成 金 の 給 付 （ 研 究 助 成 金 の 給 付 規 程 に つ き 省 略 ）    

       

                                  

               

                                  
                                  

           第 七 章   補    則              

                                  

第 2 8条 （ 規 程 の 改 廃 ）                          

                                  

  本 規 程 の 改 廃 は 、 運 営 委 員 会 に 諮 問 し て 、 理 事 長 が 決 定 す る 。     

                                  

第 2 9条 （ 細  則 ）                            

                                  

  第 ５ 条 の 「 本 事 業 団 が 募 集 す る 大 学 及 び 工 業 高 等 専 門 学 校 」 そ の 他 、  

  本 規 程 の 運 用 に 係 る 細 則 は 別 に 定 め る 。               

                                   

                                

             付    則                 

                                  

  本 規 程 は 、 平 成 元 年 １ １ 月 ２ ７ 日 よ り 施 行 す る 。           

  平 成 １ ０ 年 ７ 月 ６ 日    一 部 変 更  

  平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ ８ 日   一 部 変 更  

  平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ２ 日   一 部 変 更  

 

 

―４― 



 
 

奨学生願書 

 

 

 ①ﾌﾘｶ゙ ﾅ  

 

 氏名 

 

   ※ 

  男 

  ・ 

  女 

 

 ③ 

  本籍地 

 

             ※都・道・府・県 

   

 氏 

 

  名 

 

 

 ④ 家族住所 

  〒  

 

 生年月日 

 

      年     月     日 

 

 ② 

 学校名 

 

       立          学校 

  ⑤ 本人住所 

  〒 

 
 

 課程 

 

               学部 

                 ・専攻 

               課程 

 

                  ※ 

        年   月      卒業予定 

  科・学年 

 

            科・第   学年 

 

 ⑥ 

  生 

  計 

  を 

  一 

 家に 

 族す 

 及る 

 び 

 所 

 得 

 

 

 主別 

 た 

 る 

 家居 

 計 

 支 

 持者 

 者 

 にに 

 

 ○× 

 印印 

 

 

 

 就 

 学 

 者 

 を 

 除 

 く 

 家 

 族 

 

 続柄 

 

   氏名 

 

 年令 

 

  所得の種類 

 

 収入金額税込 ・売上高 

 

 所得利益 金額税込 

 

 父 

 

             千円 

 

         千円 

 

 母 

 

             千円 

 

         千円 

 
              千円 

 

         千円 

 
              千円 

 

         千円 

 
              千円 

 

         千円 

 
              千円 

 

         千円 

 
 

 

 就 

 

 

 学 

 

 

 者 

 

 続柄 

 

   氏名 

 

  設置者別 

 

  学校種類別 

 

  学年 

 

 通学別 小・中を除く 

 

 本人 

 

  ※国・公・私立 

 

   学年 

 

 ※  自宅・自宅外 

   
   ※国・公・私立 

 

 ※ 小・中・高・高専・大 

 

   学年 

 

 ※  自宅・自宅外 

 
   ※国・公・私立 

 

 ※ 小・中・高・高専・大 

 

   学年 

 

 ※  自宅・自宅外 

 
   ※国・公・私立 

 

 ※ 小・中・高・高専・大 

 

   学年 

 

 ※  自宅・自宅外 

 
   ※国・公・私立 

 

 ※ 小・中・高・高専・大 

 

   学年 

 

 ※  自宅・自宅外 

 
 
・記入については必ず、“奨学生志望のしおり”を参照し、なお不明の点は学校へ問い合わせて正確に記入してください。  

・※印のところは該当のものを○印で囲んでください。                                

・ 奨学生願書の記入内容、添付書類その他についてお問い合わせする場合がありますが、ご了解願います。         

 

 



 ⑦ 

 

  家 

 

 

  庭 

 

 

  事 

 

 

  情 

 

 （奨学金の給付を希望するに至った家庭事情等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨財産状況 

（該当に○印） 

 

 ｲ) 持家・借家 

 ﾛ) 動産・不動産の所有他について（                              ） 

 
 

   以上のとおり記載事項に相違ありません。貴事業団の奨学生として採用していただきたくお願いいたします。 

 

         年   月   日  

 

 

 

   一般財団法人 日工記念事業団 代表理事   殿 

 

  

  本人 

 

 

   氏名 

 

  

 印 

 

 

 

 

 

 連帯保証人 

 

 

   氏名 

 

  

 印 

 

 本人との続柄 

 

  生年月日 

 

     年  月  日 

 
 

  現住所 
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